
【案件】川合・山之口地区及び彩都粟生地区における都市計画等の変更に係るパ

ブリックコメントについて

出席者

委 員 副市長、市政統括監

担当部 みどりまちづくり部長、みどりまちづくり部副部長、まちづくり政

策室長

事務局 市政統括政策推進室職員

確認事項

・パブリックコメントの実施について

結 論

・素案を了とし、パブリックコメントを実施すること。

質疑・意見等

Ｑ：区域区分の変更については、どのような状況か？

Ａ：大阪府が2/3 から 2/17までの間、区域区分の変更案の縦覧を実施して

おり、2/24には公聴会を開催する予定である。現在までの間、公聴会で

の意見陳述の申し出はない。

Ｑ：茨木市に隣接するエリアだが、茨木市と調整はしているのか。

Ａ：随時、情報提供を行っている。茨木市からはパブリックコメントや説明会

の際には、近隣の自治会への周知をお願いされており、チラシの配付を予

定している。

Ｑ：パブリックコメントまでの手続きは。

Ａ：2/21に都市景観審議会、2/28に都市計画審議会を開催し、本件につい

て報告する予定で進めている。

以上

政策調整会議概要（２月１５日開催分）

日 時 令和５年２月１５日（水曜日）１３時３０分～１４時００分

場 所 市役所本館2階 会議室


